
鳥取市排水設備指定工事店規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年２月２７日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市規則第５号 

鳥取市排水設備指定工事店規則の一部を改正する規則 

鳥取市排水設備指定工事店規則（平成１２年鳥取市規則第６８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条の見出しを「（異動等の届出）」に改め、同条中「異動届出書」を「登録内

容変更届出書」に改める。 

 様式第１号中「鳥取市長」及び「○印」を削り、 

「備考 

１ 申請者が氏名を自署する場 

２ 次に掲げる書類を添付して 

 

合には、押印を省略することができます。 

ください。              」 

を 
「備考 

  次に掲げる書類を添付してくだ 

 

さい。」 
に改める。 

 

様式第４号中「鳥取市長」及び「○印」を削り、同様式備考を削る。 

様式第５号を次のように改める。 

 

 

 



様式第５号（第６条関係） 

 

排水設備指定工事店登録内容変更届出書 

年  月  日 

 

     様 

 

届出者  住 所                  

氏 名                  

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)  

１.変更する事項 

 営業所の移転  商号・名称の変更  電話・FAXの変更 

 代表者の変更  組織の変更  責任技術者の変更 

 営業の廃止・休止     

※該当の事項をチェックすること 

 

２.変更の内容 

新 旧 

  

※変更をした日または変更する日を記載すること 

 

３.変更する理由 

 

 

４.添付する書類 

※提出する書類にチェックすること 

 

身分証明書  
住民票記載事項証明 

（または住民票写し） 
 代表者経歴書 

 

登記事項証明書（法人のみ）  定款の写し（法人のみ）  
営業所の平面図・付近見取

図・外観写真 

 
責任技術者名簿  責任技術者証（写し）  雇用関係を証する書類 

 
責任技術者兼務報告書  

兼務する営業所の登記事項

証明書（法人のみ） 
 誓約書 

 
指定工事店証     



  附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の鳥取市排水設備指定工事店規則の規定により作

成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分

の間使用することができる。 


